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　商標調査の前に　　商標調査の前に　
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● 事業者が
　自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別する
ために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識) 　
　

● 文字、図形、記号、立体的形状など色々なタイプ

　商　標　

　文字商標　 　図形商標　 　記号商標　

　立体商標　 　結合商標　

【結合商標】
異なる意味合いを持つ文字と文字、
　
図形と図形、図形・記号等と文字
の二つ以上を組み合わせた商標
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● 商標権は、
　「マーク」と「そのマークを使用する商品・サービス」
の組合せで一つの権利となる。　
　

● 商標登録出願の際には、
　「商標登録を受けようとする商標」とともに、
　その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、
商標登録願に記載する。

● 商標法では、サービスのことを「役務 （えきむ）」。

● 指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役
務」。　
　

　この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まる。

　商標権 １　
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登
録
商
標

同　一

類　似

非類似

同　一 類　似 非類似

指定商品又は指定役務

禁止権

禁止権

×

×

×

×

専用権

禁止権

×

商標権の効力
が及ぶ範囲

【何を登録するのか】

　　商標名＋使用する商品・サービス名（指定商品・指定役務）

　　　　商標権は、指定商品・役務の範囲内で権利行使が可能

　　　（商標、指定商品等の一方が非類似であれば、権利非侵害）

商標
とは

＝
業者の商品やサービスに使用するマーク

他の商品やサービスとを識別するマーク

　商標権 ２　

×
印
に
は
商
標
権
の
効
力
は
及
ば
な
い
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【書類名】　　　　商標登録願
　 【整理番号】　○○○○○○
　 　
　 （【提出日】　　平成１7年１月５日）
　 　【あて先】　　特許庁長官　殿
　 【商標登録を受けようとする商標】

　

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
　　　　【第２類】
　　　　【指定商品（指定役務）】塗料，染料，顔料
　 　【商標登録出願人】
　　　　【識別番号】　　　　 ０１２３４５６７８
　　　　【住所又は居所】 　　東京都千代田区霞が関３―４―３
　　　　【氏名又は名称】 　　商標株式会社
　　　　【代表者】　　　 　　商標　太郎　　印　又は　識別ラベル
　　　　【電話番号】　　　 　０３（３５８１）１１０１　
　　 【手数料の表示】
　　　　【予納台帳番号】　 　１２３４５６
　　　　【納付金額】　　 　　２１０００　

どのような商標を
登録するのか

何の商品・役務に
使用するのか
（商品の区分も記載）

　商標登録願の様式　
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　　　　第３３類

【２８Ａ０１】
　日本酒（清酒、焼酎、…）

【２８Ａ０２】
　洋酒、果実酒

【２８Ａ０３】
　中国酒

【２８Ａ０４】
　薬味酒

出願時に１又は２以上の
商品・役務を指定

指定した商品・役務の
　範囲内で権利を行使　

（商標法第６条２項）

指定する商品及び役務は、政令で定め
る商品及び役務の区分に従う　

● １つの商標登録出願では、

　・複数区分に属する商品、役務を指定可能　（一出願多区分制）

　・一つの商標のみ　　　　　　　　　　　　（一商標一出願の原則）

【第３３類】
【指定商品】日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒　

＊商標法第６条１項

ビール

ウイスキー

ワイン

清酒

権利範囲　

　使用する商品・役務を指定　

【第３３類】
【指定商品】 日本酒　
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　　商品・役務の区分（国際商標分類） 　
区分 区分の名称
第 1類 工業用、科学用又は農業用の化学品
第 2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第 3類 洗浄剤及び化粧品
第 4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第 5類 薬剤
第 6類 卑金属及びその製品
第 7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第 8類 手動工具

第9類
科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学
式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具

第10類 医療用機械器具及び医療用品
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類 乗物その他移動用の装置
第13類 火器及び火工品
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第15類 楽器
第16類 紙、紙製品及び事務用品
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類 金属製でない建築材料
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類 織物用の糸
第24類 織物及び家庭用の織物製カバー
第25類 被服及び履物
第26類 裁縫用品
第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類 ビールを除くアルコール飲料
第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第36類 金融、保険及び不動産の取引
第37類 建設、設置工事及び修理
第38類 電気通信
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類 物品の加工その他の処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

商

品

役

務

●４５区分
【商品】 １～３４
【役務】 ３５～４５
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●「区分」は、商品や役務の類似範囲を定めるものではない。

●同じ「区分」でも類似しない商品・役務が含まれていたり、
　異なる「区分」でも類似する商品・役務がある。

●互いに類似する商品・役務の範囲を推定して、
　個々の商品・役務に５桁の「類似群コード」を付している。

●特許庁の審査では、商品や役務が類似するか否かを判断し、
　
　「類似群コード」に基づいてなされている。

　<区分><指定商品・役務><類似群コード>　



11

第３３類　　日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
　

日本酒【２８Ａ０１】
　泡盛、合成清酒、しょうちゅう、白酒、清酒、
　直しみりん
洋酒、果実酒【２８Ａ０２】
１ 洋酒
　ウイスキー、ウォッカ、ジン、ビタース、ブランデー、
　ラム、リキュール
２ 果実酒
　いちご酒、なし酒、ぶどう酒、りんご酒
中国酒【２８Ａ０３】
　ウチャピーチュー、カオリャン、チューパイカル、ラオチュー
薬味酒【２８Ａ０４】
　梅酒、にんじんきなてつぶどう酒、はちみつ酒、保命酒、
　松葉酒、まむし酒
　

第３２類
ビール【２８Ａ０２】
　黒ビール、合成ビール、スタウト、ラガービール

指定商品と類似群コードについて

「類似群コード」が「類似群コード」が
同一のものは類似商品又は同一のものは類似商品又は

類似役務であると類似役務であると
「推定」する「推定」する

ビール

ワイン

ウイスキー

類似商品
　

＊「にんじんきなてつぶどう酒」：漢字では「人参規那鉄葡萄酒」。明治の頃に流行した薬用酒ら
しい
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　商標調査の概要　　商標調査の概要　
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　商標登録出願の流れ　

（出願商標）　

（登録商標）　

14

商標検索手順　
●　商標検索手順　＜特許電子図書館（IPDL）にて＞

■　文字商標検索
　

　１）　商標を使用する商品・役務の類似群コードを調べる 　
　

　　　　⇒　ＩＰＤＬ「商品・役務リスト」で検索

　２）　判明した類似群コードを基に使用する商標を調べる　
　

　　　　⇒　ＩＰＤＬ「商標出願・登録情報」で検索
　　　　⇒　ＩＰＤＬ「称呼検索」で検索

■　図形商標検索　
　

　１）　商標の図形要素を細分化ウィーン分類表にて分類を調べる
　
　

　　　　⇒　ＩＰＤＬ「ウィーン図形分類リスト」で検索
　

　２）　判明したｳｨｰﾝ図形分類を基に使用する図形を調べる
　

　　　　⇒　ＩＰＤＬ「図形商標検索」で検索
＊IPDLでは、特許庁に登録されている登録商標と係属中の出願商標のデータのみ収録
　
　拒絶等や更新せずに権利失効した場合はIPDLの商標ＤＢから削除される　

商標のリサイクル化



15

ＩＰＤＬでの商標検索　

「類似群コード」
を調べる

「商標」を調べる
「文字商標」を調べる

　

ロゴマーク等の図形商標
を調べる

「図形商標」を調べる
　

番号から検索　番号から検索　　

出願人等から検索　
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商標検索の事例１　

１）　商品「ワイン」 の類似群コードを調べる 　
　　　＊IPDL/商品・役務リストにて検索

２）　商標「SHIGA蔵」を調べる
　　　＊IPDL/商標出願・登録情報にて検索

３）　商標「SHIGA蔵」を調べる
　　　＊IPDL/呼称にて検索

<事例1>　 文字商標検索
　

　商標「SHIGA蔵」（文字商標） を 商品「ワイン」に
　使用したい
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１）　商品・役務名リストで「類似群コード」を調べる
　

●　使用する商品「ワイン」の「類似群コード」検索

18

商品「ワイン」
　

商品「ワイン」の
　

類似群コード　２８Ａ０２　

「ワイン」の検索結果
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２）　商品出願・登録情報で「商標」を調べる
　

●　「ＳＨＩＧＡ蔵」　⇒　「ＳＨＩＧＡ」、「蔵」
　

　➀「ＳＨＩＧＡ」　⇒　ＳＨＩＧＡ、滋賀、しが、シガ

28A02 
　　

＊文字間は、スペースを

?SHIGA?　?滋賀?　?しが?　?シガ?　　

同じ読み方も
調べる　

？を使って、SHIGA等
が含まれるものも　

類似群コード

20

「ＳＨＩＧＡ、滋賀、しが、シガ」の検索結果

＊出願中
＊登録
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　➁-1　「蔵」⇒　?蔵?　?くら?　?クラ?　?ぞう?　?ゾウ? 

検索結果
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　➁-2　「蔵」⇒　蔵　くら　クラ　ぞう　ゾウ

検索結果
　

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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３）　称呼検索で「商標」を調べる
　

●　「ＳＨＩＧＡ蔵」　⇒　「シガクラ」、「シガゾウ」
　

　➀「ＳＨＩＧＡ蔵」　⇒　シガクラ
＊称呼は1件ずつ／ｶﾀｶﾅ大文字入力
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「シガクラ」の検索結果
　

【商標（検索用）】

　酒菓蔵梅
【称呼】

　シュカクラウメ
　
　シュカグラウメ
　シュカゾーバイ
　シュカクラ
　シュカグラ
　シュカゾー

シガクラ　

＊「利用上の注意」で参照
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検索結果➁「ＳＨＩＧＡ蔵」⇒　シガゾウ

【商標（検索用）】

　三代目/§∞Shigezo
【称呼】

　サンダイメシゲゾー
　シゲゾー
　サンダイメ

シガゾウ　
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商標検索の事例２　

１）図形要素“琵琶湖”のウィーン図形分類を調べる 　
　　　＊IPDL/ウィーン図形分類リストにて検索
　　　＊大分類表→中分類表→細分化ｳｨｰﾝ分類表（小分類）
　
　　　＊ペースト機能にて「図形商標検索」へ
　

２）類似群コードとともに同一・類似の図形商標を調べる
　　　＊IPDL/図形商標検索にて検索

<事例２>　 図形商標検索

　
　商標「　　　　　　　」（結合商標）を商品「ワイン」に
使用したい　

　

SHIGA蔵SHIGA蔵

＊図形の琵琶湖
　

＊類似群コード
　
　　　
「28A02 」　
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１）　図形要素“琵琶湖”がウィーン図形分類のどの分類かを調べる
　

➀　「ウィーン図形分類リスト」にて検索
　

　　・ 大分類表→中分類表→細分化ｳｨｰﾝ分類表（小分類）へ検索

図形“琵琶湖”
⇓

地形、地図　

ここをｸﾘｯｸ
すると
大分類１の
中分類表へ

❶

28

＊細分化ｳｨｰﾝ図形分類表　
（小分類表）

1.17.13  ある国の一部
　

ここをｸﾘｯｸ
すると
中分類1.17の　
小分類表へ

大→中→小へ検索

❷

❶

❸

❹ここをｸﾘｯｸすると
「図形商標検索」の
“ｳｨｰﾝ図形分類”の欄
にペーストされる

ここをｸﾘｯｸ
すると
下欄の枠内に　　
入力される
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➁　類似群コードとともに同一・類似の図形商標を調べる

　検索結果
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　商標の類否判断　

商標の類否判断商標の類否判断

　（それぞれの要素を総合的に勘案）　

称呼
（呼び方）

外観
（外形）

観念
（意味合い）

〈王とキング〉
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【 参 考 】

32

識別力のない商標（３条）

普通名称のみを表示する商標
商品「パーソナル

コンピュータ」について

パソコン

業界で慣用されている商標
役務「宿泊施設の提供」について

観光ホテル

単に産地等や品質等のみ
を表示する商標

商品「肉製品」について

炭焼き

ありふれた名字、名称のみを
表示する商標

佐藤商店

極めて簡単で、ありふれた
標章のみからなる商標

ＡＢ

当該標章を使
用した結果、
全国的に

有名になった
ものは、登録

可能

ニッポンハム

何人かの業務に係る商品、
サービスか識別できない商標

平成
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公益性に反する商標

（その他）

○他人の氏名（名称）、著名な芸名、略称

　等を含む商標

○他人の業務に係る商品（役務）を表示する

　ものとして需要者の間に広く認識されてい

　る商標

○他人の業務に係る商品（役務）と混同を生

　ずるおそれがある商標　等

他人の商標等とまぎらわしい商標

商標の類否判断商標の類否判断（それぞれの要素を総合的に勘案）

称呼
（呼び方）

外観
（外形）

観念
（意味合い）
王とキング

○国旗、菊花紋章等

○国、公共団体等を表示する
　著名な標章

○公序良俗に違反する商標

○経済産業大臣が指定した

　外国政府、国際機関等の

　ロゴマーク

○ぶどう酒、蒸留酒の
　産地を表示する商標

ＣＯＧＮＡＣ
（グレープ・ブランデー）

ＣＨＡＭＰＧＮＥ
（発泡性ぶどう酒）

○他人の登録商標と同一又は類似する商標

　　　　　　　　＋（かつ）

○指定商品・役務と同一又は類似の商品

　・役務に使用するもの

○商品（役務）の品質の誤認

　を生じるおそれのある商標

指定商品「ビール」に
「○○ウイスキー」

登録できない商標（４条）
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商標登録出願の種類

商標登録出願

団体商標登録出願

出願人の業務に係る商品又は役務に使用する
商標を登録するための出願

地域団体商標登録
出願（18年4月から施行）

地域の名称及び商品又は役務の名称からなる商標
であって、事業者を構成員に有する団体が、その
構成員に使用をさせる商標を登録するための出願

防護標章登録出願

登録商標を使用した結果、著名なものとなったことに
よって、その登録商標を他人が分野の異なる商品、役
務に使用した場合であっても、出所の混同を生じさせ
ることもあることから、他人の当該登録商標の無断使
用を排除させるための出願

事業者を構成員に有する団体が、その構成員に
使用をさせる商標を登録するための出願
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　地域団体商標　

商標法が改正され、平成１８年４月１日より、「地域名＋普通名称」

が地域団体商標として新たに登録できる。

１．登録できる商標

　・ 地域名＋普通名称からなる商標であって、周知（隣接都道府県で知られ
ている程度）のもの

２．登録できる者

　･ 該当の商標を使用している事業者を構成員とする法人格を有する組合

３．「地域名」とは

　・ 行政区画の名称（和歌山、有田など）でも、歴史的な地名（紀州など）
でもよい

　・ 広域名称（例えば九州）でも、狭い地域名（例えば字（あざ）程度）で
も構わない　


